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3 ・ 4 ・ 4 諏 訪 越 四 ツ 木 線 S.43.5.10 1,840 11 1 350 16 ○
並行する県道練馬川口線等、周辺道路の整備が進んだこ
とにより、これらの道路が交通機能を果たすと考えられ
るため、廃止の方向で見直しを進める。

3 ・ 4 ・ 5 吹 上 赤 池 線 S.43.5.10 2,190 12 2 550 16 ○

和光市・朝霞市・志木市につながる広域的な路線であ
り、調整する事項や関係機関が多いこと、周辺道路の整
備状況を勘案する必要があることから、継続して検討を
行う。

3 ・ 5 ・ 9 東 京 松 本 線 S.37.9.14 1,460 13 1 1,460 12 ○
重複する県道新座和光線等、周辺道路の整備が進んだこ
とにより、これらの道路が交通機能を果たすと考えられ
るため、廃止の方向で見直しを進める。

和光市


